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通所介護サービス 

[重要事項説明書] 
2024年 6月 1日 

 

 

1. 通所介護事業者の概要 

法人名称 社会福祉法人 清栄会 

代表者名 水野 直美 

所在地 群馬県前橋市総社町植野 511-1番地 

電話番号 027-251-5428 

 

2. 事業所の概要 

事業所名 きよさとデイサービスセンター 

所在地 群馬県前橋市青梨子町 503番地 

電話番号 027-254-1515 

FAX番号 027-254-1514 

メールアドレス office@kiyosatosou.jp 

ホームページアドレス https://www.kiyostosou.jp/ 

開設年月日 平成 2年 7月 1日 

事業所番号 第 1070100605号 

管理者の氏名 木暮 有紀 

事業の実施地域 前橋市・高崎市（旧群馬町）・渋川市・榛東村・吉岡町 

利用定員 50名 

利用可能設備等 

食堂兼機能訓練室 297㎡ 

相談室・静養室・多目的ホール 

浴室（一般浴槽・座位式特殊浴槽） 

送迎車 8台 

 

3. 事業の目的と運営方針 

事業の目的 

要支援状態、又は事業対象者である契約者に対し、介護予防通所介護相当サ

ービスの円滑な運営、管理を図るとともに契約者の意思及び人格を尊重し、契

約者の立場に立った適切なサービスの提供を確保することを目的とする。 

運営方針  

1 契約者の意向を尊重し、自立した生活が営めるように支援すること 

2 契約者の身体的、精神的、財産的安全の確保に努めること 

3 常に専門的技術的の習得に努め、創意工夫し、福祉の先駆者を目指すこと 

4 高い公共性、倫理性を旨とし、事業経営の透明性を確保すること 

5 開かれた施設として地域における福祉活動の拠点となること 

 

4. サービス提供時間 

サービス提供日・提供時間 月曜日～土曜日・祝日  9:00～16:30 

休業日 日曜日・1月 1日～1月 3日 

 

 

 

 

 



 

5. 事業所の職員体制 

職員職種 勤務の形態・人数 

管理者 常勤 1人（兼務）  

相談員 常勤 3人（うち 2人兼務）  

看護師兼機能訓練指導員 常勤 1人 非常勤 2人 

ケアワーカー 常勤 5人（うち 2人兼務） 非常勤 3人 

 

6. サービスの内容 

（1）介護給付によるサービス 

食事の提供 栄養価を考慮し、季節感ある食事に配慮します。 

入浴介助 手すりや座位式特殊浴槽が設備された浴室にて、介助により安心して入浴

していただけます。 

排泄介助 トイレ誘導からオムツ交換まで、適切な対応をします。 

機能訓練 個々の身体状況に合わせたリハビリを行います。 

送迎 リフト付ワゴン車、マイクロバスにて、ご自宅まで送迎します。 

健康チェック ご利用ごとの血圧・体温・脈拍の測定、また月 1 回の体重測定により、契約

者の健康管理を行ないます。 

生活相談 生活全般にわたる相談、また便利な介護用品の紹介等に応じます。 

レクリェーション 適度な運動、製作活動、カラオケ等多岐にわたる余暇活動を提供させてい

ただきます。 

 

（2）その他の介護給付サービス加算 

入浴介助加算 
入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介

助に対して加算 

サービス提供 

体制強化加算 

介護従事者の専門性に係る適切な評価及びキャリアアップ・安定的なサー

ビスの提供などを目的として、介護福祉士の資格保有者が一定割合されて

いる事業者が加算できる。 

個別機能訓練

加算 

機能訓練指導員を配置し、契約者に対して個別機能訓練計画書を作成、そ

の計画に基づき機能訓練を実施して、効果や実施方法を評価する取組によ

り算定できる加算 

科学的介護 

推進体制加算 

利用者の ADL 値・栄養状態・口腔機能・認知症に係る情報を、科学的介護

情報システムを用いて厚生労働省に提出し、通所介護計画を見直すなど、

ケアの質の向上を図る取り組みを評価する加算 

ADL維持等 

加算(Ⅰ) (Ⅱ) 

評価期間の中で、ADL の維持または改善の度合いが一定水準を超えてい

る場合に算定 

 

7. 利用料 

最終ページをご覧ください 

 

8. キャンセル規定 

契約者のご都合によりサービスを中止する場合、下記のキャンセル料がかかります。 

サービス提供日の午前 8時 30分までに連絡いただいた場合 無料 

サービス提供日の午前 8時 30分までに連絡がなかった場合 昼食材料費 750円 

 

 

 

 



9. 支払い方法 

利用料は、下記のいずれかの方法によりお支払いください。 

支払い方法 支払い要件等 

口座引き落とし 
サービスを利用した月の翌月 27 日（祝休日の場合は翌営業日）に指定の

口座より引き落としします。 

窓口現金支払い 
サービスを利用した月の翌月末日までに、窓口にて現金でお支払いくださ

い。 

銀行振込 
サービスを利用した月の翌月末日までに、指定口座へお振込みください。

指定口座はお問合せ下さい。 

 

10. 相談、要望、苦情等の相談窓口 

きよさとデイサービス 

センター 

管理者         木暮 有紀 

相談員         木暮 正春 

受付時間       月曜日～土曜日・祝日 8:00～18:00 

社会福祉法人清栄会 

清里荘 

介護支援専門員   高橋 博美 

受付時間       月曜日～金曜日  8:30～17:30 

土曜日         8:30～12:30 

前橋市役所介護保険課 
（住所）  前橋市大手町 2-12-1 

（TEL）  027-224-1111 

群馬県国民健康保険団

体連合会・苦情相談窓口 

（住所）  前橋市元総社町 335-8 

（TEL）  027-290-1323 

その他最寄りの市町村 

 

11. 個人情報の取り扱い 

（1） 事業者は、契約者からご提供いただいた契約者本人及び家族に関する個人情報を下記の

目的以外に利用致しません。 

【契約者の個人情報の利用目的】 

⚫ 契約者への介護サービス提供 

⚫ 介護保険事務 

⚫ 契約者のために行なう管理運営業務（利用状況の管理、会計、事故報告等） 

⚫ 事業所のために行なう管理運営業務（介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資

料作成、学生などの自習への協力、職員の教育のために行なう事例研究等） 

なお、下記目的のためには、契約者及び家族の個人情報を第三者に提供することがあります。 

【契約者の個人情報を第三者へ提供する場合】 

⚫ 介護保険事務などの事業所業務の一部を外部事業者へ業務委託を行なう場合 

⚫ 他の介護事業者との連携（サービス担当者会議等）、連絡調整が必要な場合 

⚫ 契約者の受診にあたり、医師に介護記録やケアプランを提供する場合 

⚫ 研修等の実習生やボランティアの受入れにおいて必要な場合 

⚫ 損害賠償保険等の請求にかかる保険会社への相談または届出等 

⚫ 施設広報誌・ホームページ・SNS等への写真の掲示 

（2） 契約者又は代理人が個人情報について、開示・訂正・更新・利用停止・削除、第三者提供の

停止等を申し入れることができます。その場合事業者は、可能な限り契約者の希望に沿うよ

うにします。 

 

12. 虐待の防止について 

事業者は、契約者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講

じます。 

（1） 虐待防止に関する責任者を設定しています。 

虐待防止に関する責任者    所長  木暮 有紀 



（2） 成年後見制度の利用を支援します。 

（3） 研修等を通じて、職員の契約者に対する人権意識の向上や知識の向上に努めます。 

サービス提供中に、事業所職員又は、養護者（契約者の家族等高齢者を現に養護する者）

による虐待を受けたと思われる契約者を発見した場合は、速やかに、これを保険者に通報し

ます。 

（4） 職員が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、職員が契約者等の権

利擁護に取り組める環境の整備に努めます。 

 

13. 身体拘束の禁止 

事業所は、「通所介護サービス」の提供を行っている時に、契約者本人もしくは他の契約者の身

体に危険が生じるような緊急やむを得ない場合を除いて、契約者の身体拘束をすることはあり

ません。なお、緊急やむを得ず、契約者の身体を拘束する場合は、ご家族に説明し、同意を得

て、その態様及び時間、その際の身体状況、緊急やむを得なかった理由を記録するものとしま

す。 

 

14. 介護サービス記録の契約者への開示 

（1） 事業所はサービス提供した際には、あらかじめ定めた「サービス実施記録」等の書面に、提

供したサービス内容等を記録します。 

（2） 事業所は一定期ごとに「通所介護計画書」の見直しを行ない、前項のサービス実施記録など

に、その内容を記録します。 

（3） 事業所は前項にある「サービス実施記録」等の記録をご利用終了後 5 年間は保存し、契約

者・家族の求めに応じて閲覧に供し、又は自費負担によりその写しを交付します。 

※白黒Ａ4 1枚 10円 

 

15. 緊急時の対応方法 

サービス提供中に容態の変化等があった場合は、下記の緊急連絡先に連絡の上、必要に応じ

て、主治医、救急隊、居宅介護支援事業者に連絡いたします。 

 

16. 施設及び従業者に対する利益供与の禁止 

施設及び従業者は、サービスの対償として、金品その他財産上の利益を収受しません。 

 

17. サービス提供における事業者の義務 

1. 非常災害対策（感染症対策を含む） 

 当事業所では、非常災害その他緊急の事態に備え、必要な設備を整えるとともに、常に関

係機関と連絡を密にし、とるべき措置についてあらかじめ BCP（業務継続計画）防災計画を

作成します。防災計画に基づき、年 2 回以上の消火、避難その他の訓練（利用者及び従業

者が参加）を地域住民の参加を得て実施します。 

 

2. 事故発生時の対応 

 サービス提供により事故が発生した場合には、家族、市町村及び関係諸機関等への連絡

を行うなど必要な措置を講じ、事故の状況や事故に際してとった処置について記録し、賠償

すべき事故の場合には、損害賠償を速やかに行います。 

 

3. 感染症に関する対策 

 利用者の感染症の発生及び蔓延を防止するために、感染症対策委員会を設置し、担当者

を配置し定期的に開催し、その結果について従業者への周知のほか、指針の整備、研修（年

2回以上）訓練を実施します。 

 

18. 第三者評価の実施状況     ( 有 ・ 無 ) 



[サービス利用料金表] 
2024年 6月 1日 

 

1. 通所介護サービス（通常規模型通所介護）                         1日あたり 

 3時間～ 

4時間 

4時間～  

5時間 

5時間～  

6時間 

6時間～ 

7時間 

7時間～ 

8時間 

8時間～ 

9時間 

要介護 1 370単位 388単位 570単位 584単位 658単位 669単位 

要介護 2 423単位 444単位 673単位 689単位 777単位 791単位 

要介護 3 479単位 502単位 777単位 796単位 900単位 915単位 

要介護 4 533単位 560単位 880単位 901単位 1,023単位 1,041単位 

要介護 5 588単位 617単位 984単位 1,008単位 1,148単位 1,168単位 

基本提供時間は 7時間～8時間未満になります 

2. 加算 

通所介護入浴介助加算Ⅰ 40単位/日 

サービス提供体制強化加算Ⅰ 22単位/回 

個別機能訓練加算Ⅰ1 56単位/回 

科学的介護推進体制加算 40単位/月 

ADL維持等加算Ⅰ 30単位/月 

ADL維持等加算Ⅱ 60単位/月 

 

3. キャンセル料（昼食材料費） 

利用日の当日午前 8時 30分までに連絡がない場合 750円/回 

 

4. その他 

昼食代 （食材料費＋調理費） 750円/日 

紙おむつ代・紙パンツ代 120円/枚 

尿取りパット代 70円/枚 

ガーゼ代 30円/1枚 

テープ（5㎝幅）代 40円/10cm 

テープ（10㎝幅）代 80円/10cm 

連絡ノート・ケース代 110円/冊 

血糖測定試験紙・針 200円/回 

マスク 10円/枚 

理美容代 実費 

送料（請求書・領収書・計画書他） 実費  (110円～) 

 

 

5. 利用料の算定方法  

⚫ 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）…介護サービス費（単位数）合計の 9.2% 

⚫ 1単位あたり…10.14円 
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